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令和５年度第１回大仙市総合教育会議議事録 

 

 

 令和５年度第１回大仙市総合教育会議を令和６年２月１６日（金）午後３時か

ら大仙市役所大曲庁舎３階大会議室において開催した。 

 

 

出席者 

 

   市  長       老 松 博 行 

      教育委員会教育長   伊 藤 雅 己 

      教育委員会委員    小笠原   晃 

                     玉 井 有 紗 

                     中 島   康 

              髙 見 文 子 

                     伊 藤 勝 良 

 

関係職員 

  総務部長               福 原 勝 人 

観光文化スポーツ部長         加 賀 貢 規 

  総務部次長兼総務課長         小 林 孝 至 

  観光文化スポーツ部スポーツ振興課長  鈴 木 貴 博 

        教育委員会事務局長          山信田   浩 

        教育委員会事務局次長兼教育指導課長  藤 原 秀 一 

        教育委員会事務局生涯学習課長     八 嶋 洋 晃 

 

事 務 局 

  教育委員会事務局次長兼教育総務課長  小 松   大 

        教育委員会事務局教育総務課参事    堀 川 あずさ 

        教育委員会事務局教育総務課主幹    須 田   崇 

 

 

協議事項 

 （１）教職員の業務改善について 

 （２）部活動の地域移行に関する取組の現状と課題について 
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教育総務課長 

ただいまから、令和５年度第１回大仙市総合教育会議を開会いたします。 

協議に入りますまで、私が進行を務めさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

はじめに、本日の会議の出席者について申し上げます。総合教育会議の構成員

は、法律により、市長、教育長、教育委員会の委員、となっています。 

関係職員は、お手元の資料１ページ目に掲載しております。 

それでは、次第に沿って進めさせていただきます。 

はじめに、市長から御挨拶をお願いいたします。 

 

老松市長 

本日は、令和５年度 第１回大仙市総合教育会議を招集いたしましたところ、

教育委員会の皆様には、お忙しい中、ご出席をいただきまして誠にありがとう 

ございます。 

また、皆様には日頃から、本市教育行政の推進に対し、特段のご協力をいただ

いております。この場をお借りいたしまして、厚く御礼を申し上げます。 

３年余り続いた新型コロナウイルスとの闘いが、感染症法上の分類引き下げ

により大きな区切りを迎えたことから、各種行事やイベントが再開を見せ、人々

の往来が回復し、地域での賑わいが着実に大きくなっていることを実感してお

ります。 

さらに、皆様のご記憶にも新しい、藤井聡太八冠の来訪や、パリオリンピック 

への鈴木優花選手の出場内定、侍ジャパンの栗山前監督や井端監督の来訪など、

未来を担う子ども達に大きな夢と希望を与える出来事がございました。 

今季は例年に比べ雪が少なく、児童・生徒の通学路の安全が確保される反面、

小正月行事やスキー授業の中止など、雪国ならではの日常に影響をあたえてお

ります。 

また、教育現場におきましては、アフターコロナの新たな日常が子どもたちの

生活に浸透してきているなど、近年、変化への対応がより求められる時代と  

なっていることを感じております。 

今後も皆様と手を携えて、こうした変化などへ対応し、さらなる学校教育の充

実や生涯学習の推進を図っていきたいと考えておりますので、教育委員会の皆

様には、引き続き格別なるご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

また、教育委員会では、昨年７月から新しく玉井委員をお迎えしております。

玉井委員は中仙地域で「花き栽培」をされており、小学生と中学生のお子様が    

いらっしゃるとお伺いしております。地域住民としてはもとより、保護者として

の観点からも、本市教育行政に対する貴重なご意見やご提言を賜りますよう、   

よろしくお願い申し上げます。 

本日は、「教職員の業務改善について」及び「部活動の地域移行に関する取組
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の現状と課題」につきまして、活発な意見交換をさせていただきたいと考えて 

おります。 

皆様から、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げまして、開会の 

挨拶とさせていただきます。 

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

教育総務課長 

ありがとうございました。 

次に、協議に入りますが、大仙市総合教育会議運営要綱第４条の規定により、

進行は市長が行うこととなっていますので、市長からお願いいたします。 

 

老松市長 

それでは、私から進めさせていただきます。 

本日の協議事項は、次第にありますとおり２件であります。 

はじめに、（１）教職員の業務改善について、協議をお願いいたします。事務

局から説明をお願いいたします。 

 

教育指導課長 

教育指導課の藤原です。よろしくお願いします。資料に沿って説明させていた

だきます。 

 教職員の業務改善・働き方改革に関しましては全国的に喫緊の課題でありま

す。大仙市の教職員の業務改善の現状や今後の見通しについてお話しさせてい

ただきます。 

業務改善の資料２ページをご覧ください。文部科学省では、教師の時間外在校

等時間について一定程度改善したが、「依然として、長時間勤務の教師が多い状

況」であるということで、令和５年８月２８日に、「教師を取り巻く環境整備に

ついて緊急的に取り組むべき施策（提言）」いわゆる緊急提言を発表しました。

この緊急提言では、学校・教師が担う業務に係る３分類を示し、「登下校対応」

「休み時間の対応」「校内清掃」など１４の業務について、教員以外への分担や

負担軽減を進めることが盛り込まれていて、「できることを直ちに行う」という

考え方のもと緊急的に取り組むべき施策をまとめたものであります。 

 ３ページをご覧ください。秋田県では、「教職員が実感できる多忙化防止計画」

を策定し、教職員の勤務時間の縮減等に努めてきました。大仙市でも市の「業務

改善推進計画」を策定し、勤務時間管理システムの運用による教職員の勤務時間

の実態把握を続けてきました。さらに各学校でも独自の業務改善推進計画を策

定し、ノー残業デイの定着や日課の見直し等、様々な取組を行ってきました。し

かしながら資料にあるとおり一定の効果はあがったものの、依然として教職員

の勤務時間は長い状況であります。 

 ４ページをご覧ください。令和５年１２月２２日のＮＨＫニュースで、文部科
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学省によりますと精神疾患で休職している教職員が６０００人を超えて過去最

多となったと報じられました。要因については、教員間での業務量や内容のばら

つき、保護者からの過度な要望や苦情への対応、コロナ禍で児童生徒や教職員間

でのコミュニケーションの取りづらさが挙げられていました。 

 ５ページをご覧ください。大仙市では、ストレスチェックを例年年２回、実施

しております。表を見ていただきますと、項目が横に１９個、並んでおります。

これが、厚生労働省が示している、ストレスチェックの尺度、項目になります。

各項目の下に、青い矢印と赤い矢印が書かれてありますが、青い矢印がついてい

る項目は、低いほどよいということになっております。逆に、赤い矢印がついて

いるものは、高いほどよいということになります。結果の方を見ていきますと、

まず全体としてはいい結果だといえます。顕著なのは、右から４番目の「上司か

らの支援」オレンジ色が着いているところです。これがほぼ９．０で推移してお

り、かなりいい数値です。大仙市の学校では、比較的良好な人間関係が築かれて

いることを裏付けるものになったのではないかと思われます。一方で、黄色を着

けた部分ですが、「心理的な仕事の負担」の量的な部分です。まさにいま問題と

なっている業務改善の取組について、一つの成果指標になるものだと思われま

す。それについて、令和４年度の第１回目から、上から下に見ていくと、９．０

から８．８ということで、僅かながらではありますが、低くなって、つまりはい

い結果になってきております。これまでの業務改善の取組が一つ成果となって

現れたといえますが、今回、資料としては出していないのですが、学校毎にデー

タを見ていくと、数値にばらつきがあり、悪い数値の学校もありました。という

ことで、業務改善の取組は、まだ道半ばといえます。 

 ６ページをご覧ください。今後の市の取組でありますが、県の多忙化防止計画

がこの３月に「教職員の働き方改革推進計画」として発表される予定です。これ

にあわせて大仙市でも業務改善・働き方改革の３つの目玉を来年度に予定して

おります。１つ目は県と複数の市町村の共同調達による「統合型校務支援システ

ム」の導入を来年度４月から予定していることであります。 

 ７ページをご覧ください。統合型校務支援システムとは、「教務系（成績処理、

出欠管理、時数管理等）・保健系（健康診断票、保健室来室管理等）・学籍系（指

導要録等）、学校事務系など統合した機能を有しているシステム」を指し、広く

「校務」と呼ばれる業務全般を実施するために必要となる機能を実装したシス

テムです。主な機能をこのスライドに載せております。 

 ８ページをご覧ください。統合型校務支援システムに蓄積されていくデータ

の流れです。例えば「名簿」情報を１回打ち込めば、出席簿、成績一覧表、通知

表、指導要録に順次反映されていくというものであります。統合型校務支援シス

テムを導入することで校務における業務負担を大きく軽減することが期待され

ています。 

 ９ページをご覧ください。目玉の２つ目は上限規則の制定であります。教員の

時間外勤務につきましては、給特法に基づく「公立学校の教師の勤務時間の上限
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に関する指針」によって、「１か月の時間外在校等時間は４５時間以内」「１年間

の時間外在校等時間は３６０時間以内」と定められています。今年度、国からの

指導があり、大仙市でも令和６年４月１日付けで「大仙市立学校教育職員の業務

量の適切な管理等に関する規則」を教育委員会規則で定めていただく予定であ

ります。３つ目は部活動の地域移行であります。部活動の地域移行の現状、課題、

今後の見通しにつきましては、次の資料で詳しく御説明いたします。 

 １０ページをご覧ください。来年度は大仙市の全教職員の時間外在校等時間

を月４５時間以内、１年間で３６０時間以内とすることを目標とし、その達成を

目指していきたいと考えております。また、年２回実施しているストレスチェッ

クの活用や「大仙市学校教職員衛生委員会」で業務改善について成果の確認やフ

ィードバックを実施していきたいと考えています。 

 以上で、説明を終わります。よろしく御審議をお願いします。 

 

老松市長 

ありがとうございました。 

ただいまの事務局の説明につきまして、委員の皆様から何か御質問等があり

ましたらお受けさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

各委員（ なし ） 

 

老松市長 

 よろしいでしょうか。 

続きまして、（２）部活動の地域移行に関する取組の現状と課題について  

協議したいと存じます。教育指導課長から、説明をお願いします。 

 

教育指導課長 

 続きまして、部活動の地域移行について説明いたします。 

まずは、２ページをご覧ください。こちらは、大仙市が定める「大仙市部活動

地域移行ビジョン」です。国は「部活動の持続可能性」「教師の業務負担」「地

域の団体や指導者と学校との連携・協働」という視点から、令和５年から令和７

年までの３年間を「休日の部活動の地域移行に向けた改革推進期間」と定めまし

た。このことを受け、大仙市は本ビジョンを定め、今年度は「推進組織」の構築

などの体制整備、推進本部会議や検討委員会の実施、アンケートの実施、地域指

導者や各種団体への訪問等を行ってきました。今回は、ここまで進めてきた、大

仙市の部活動地域移行の現状や今後の見通しについてお話しさせていただきま

す。 

 ３ページをご覧ください。１０月に行ったアンケートについてお話しさせて

いただきます。まずは児童生徒・保護者へのアンケートについてです。このア

ンケートの結果は大仙市教育委員会のホームページにも詳細が掲載されており
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ますので、後日、ぜひご覧ください。アンケートは、市内の全ての小学５年～

中学２年までの児童生徒とその保護者に対して実施いたしました。ご覧のよう

に大変高い回答率であり、各学年の児童生徒・保護者ともに、この話題に対し

て高い関心をもっていることがうかがえました。 

 ４ページをご覧ください。児童生徒・保護者アンケートの結果から分かったこ

ととして、児童の多く（７０％）は中学校で部活動やスポ少に所属しようと考え

ている。中学校では多く（９０％）の生徒が部活動やスポ少に所属している。と

いうことであります。 

 ５ページをご覧ください。書道、空手、少林寺、ダンス、ボルダリング、ボ

クシング、バレエ、フェンシング、ハンドボール、ｅスポーツ、等、現在の学

校では行われていない活動を望んでいる児童生徒も多数いるということが分か

りました。 

 ６ページをご覧ください。児童生徒へのアンケートにおいて、部活動やスポ少

の活動に望むことのトップは「楽しく活動できる」でありました。ただし、「専

門的な指導」「他者との関わり方」「よい成績」等を望む児童生徒も一定数いる

ことも分かりました。 

 ７ページをご覧ください。 

 保護者へのアンケートにおいて、休日の地域移行が実現した場合の活動で重

視することのトップは児童生徒と同じく青色の「楽しく充実した活動」でありま

した。２位はオレンジ色の競技力や技術力の向上で、３位はグレーの練習をする

ための場所の整備等であります。 

８ページをご覧ください。また、学校職員にもアンケートを実施しました。そ

の結果から、部活動の地域移行が実現した際には、地域に指導をお願いしたいと

いう学校職員が多数であることが分かりました。その理由として、専門的な指導

を受けられる環境が整うメリットが多く挙げられました。このことは裏を返す

と「専門外の競技担当で苦労している」「専門的な指導ができないことを申し訳

なく感じている」ということでもあります。他に保護者負担増を懸念する声が多

数挙げられてもいます。また、地域移行後も、地域の一員として部活動の指導に

関わりたいという学校職員も一定数いるということ等が分かりました。 

９ページをご覧ください。さらに、地域のスポーツ・文化芸術団体や民間事業

者等にもアンケートを実施しました。「新たに中学生を受け入れてくださる」と

いう心強い意見とともに、受け入れにあたっての条件やハードルも明確になり

ました。具体的には、練習施設の確保、指導者不足（複数体制希望）、各種補助

金、事故等の問題発生時の責任の所在確認、保護者の理解、指導者に合わせた遅

い時刻の練習、謝金等の金額設定、小学生と中学生を同時に受け入れる場合のコ

ート等の規格の違い、楽器や楽譜の購入資金、物品の保管場所の確保、物品のメ

ンテナンスなどといったものです。 

 １０ページをご覧ください。大仙市では、今年度新たに、部活動地域移行支援

コーディネーターを２名配置し、学校や各種団体・個人への訪問によるニーズの
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聞き取りや、受け入れ可能団体・個人の開拓を行っています。その成果として、

「スポーツ少年団や民間団体による受け入れ」「部活動指導員の配置」により休

日に活動している市内の７４ある部活動のうち、２４の部活動において「休日の

部活動地域移行」を検討中で、全てが実現した場合、３２．４％の部活動が「休

日の部活動地域移行」の段階まできています。現在は、令和６年度末の目標「休

日の部活動地域移行６０％達成」、令和７年度末の目標「休日の部活動地域移行

１００％達成」に向け、推進組織での協議や検討、コーディネーターの訪問等を

行っております。 

 １１ページをご覧ください。今後について、具体的には、①全体を統括する「運

営組織」の設立、②地域クラブ活動を設立するための「マニュアル」等を作成、

③部活動指導員の増員など、各種支援について検討、④ モデルケースの紹介等

で理解の促進、ということを考えています。 

 １２ページをご覧ください。部活動の地域移行は「教師の働き方改革」という

側面は確かにありますが、一番は、少子化による学校規模縮小にともなって聞か

れるようになった「限られた学校部活動の選択肢ではなく、やりたい活動が選択

したい」「団体戦を組んで大会に出たい」「コンクールに大編成で出てみたい」

「試合形式の練習がしたい」「様々な関わりの中で活動したい」「より専門的な

指導を受けたい」といった子どもの声に応えていくことです。そのためにも休日

の部活動の地域移行を進めて参りたいと思います。 

 説明は以上です。ありがとうございました。 

 

老松市長 

 ありがとうございました。ただいま、部活動の地域移行関係の取組の現状や課

題について、御説明していただきました。 

それでは、委員の皆様から、御感想でも結構ですので、御意見をお聞かせいた

だければと思います。 

 はじめに指名して大変恐縮ですが、小笠原委員、御感想や御意見など、よろし

くお願いいたします。 

 

小笠原委員 

 はじめに、業務改善についてでありますけれども、長時間勤務がまだ減ってい

ないという現状でありましたが、私としては本市の業務改善推進計画に基づき、

順調に改善の道を進んでいるように認識しております。例えば、各校校舎の明か

りが平日の夜遅くや休日にあまり点いていないという見た目もありますし、長

時間労働の大きな比重を占めております平日の部活動や日曜日の活動休止日の

遵守が図られているところからそのように考えます。ただ、教職員の職務内容の

多様さや責任の所在などから、心身の不調を持つ教職員が増えている実情を鑑

みると、やはり学校現場は各種の課題に対して、個人でなくて管理職を中心にな

お一層の組織、チーム対応が求められているのではないかなとも考えています。 
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この後、校務支援システムの導入ということもありますが、この導入によって、

さらなる改善が期待されると思っておりますが、ただ、校務支援システムは数値

である程度客観的な面は強いと思いますけれども、数値だけで子供の評価等に

入るというのは危ない面もあるのではないかなと、教職員の役割、教職員の裁量

の部分をしっかり確保していかないといけないのではないかと思います。それ

から、時間外、在校時間の規定を作るのは良いと思いますが、そうした場合に持

ち帰り業務をいかに減らすかと、そういう点もちょっと考えていかなければい

けないのではないかなと、業務改善については思いました。以上です。 

 

老松市長 

 ありがとうございました。 

続きまして、中島委員、よろしくお願いします。 

 

中島委員 

 業務改善についてですけれども、残業時間の上限決めるというのは非常に良

いと思いますが、ある企業では働き方改革で残業時間を厳しくしたところ、早く

帰るために、お昼休み無しで昼ご飯もなしで早く帰ると、見かけ上は残業時間を

減らせたみたいですけれども、基本的には、教職員のオーバーワークを減らすこ

とが目標だと思いますので、数値目標はあるとは思いますけれども、色々と柔軟

に対応していかなければいけないのではないかなと思います。 

部活動の地域移行についても、是非進めていただいて、ただ、日曜日に生徒の

負担が過剰にならないように、指導が過熱しすぎないような、例えば、部活の時

間に制限をつけるとか、負担になり過ぎないようなことも必要ではないかなと

思います。 

 

老松市長 

 では、伊藤委員、お願いします。 

 

伊藤委員 

 業務改善からですけれども、年々改善されてきていて、これからの伸びが少し

心配で、これからどう改善していくかだと思います。私の業務から言いますと、

現状を把握するということ、業務の見える化ということを「いきいき社内マニュ

アルの作り方」という書籍がありますけれども、まず、自分がやっている業務の

マニュアルを書いてみるということです。そして、マニュアルを書くことによっ

て、自分としては何気なくやっていることが、他の人から見たらすごいコツのよ

うなものがあったりして、自分が書いたのは他人から見ると業務改善のやり方

になる場合があることなどが書いてあります。 

また、「マジカランド」というカード型のツールがありますけれども、コピー

用紙に印刷し、名刺サイズのカードに切り出していき、どういう仕事が誰から誰
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に渡るのか、どのような成果ができるのかということをカードに記録していく

と、まとめていけるツールがありますが、そういったものを使って、その人でな

ければできない仕事はその人に、他の人や誰でもできそうな仕事と分けていけ

ば、特定の人に集中することを防いだりできるのではないかと思いました。 

校務支援システムについてですけれども、広域で使われるということで、結構

大掛かりなシステムだと思いますが、成績などはその都度入力すると思います

ので、タブレットでテストをして、そのテスト結果が自動的に反映されるとなる

と、多分、クラウド型だと思いますけれども、クラウド型だと応答速度とかその

辺のところがどうなのかなと思います。 

二つ目の部活動の地域移行についてですけれども、とりあえず土日というこ

となので、今、現役でやられている方は、土日は自分の大会や試合があると思い

ますので、現役の方が協力してくれるっていうことであれば良いのですが、自分

の方を優先してしまう場合もあるのかなと思っています。また、平日と週末で指

導者が変わると生徒たちが少し混乱するのかなという気もしますので、そこを

上手に解決していただければと思っています。そして、保護者が費用等が掛かる

と、子供を行かせたけどちょっとお金の面でなどというケースが出てきたりす

るかもしれないので、補助をするなど上手に対策していただければと思います 

 

老松市長 

 ありがとうございました。 

伊藤委員からシステムのことでありましたけれども、事務局お願いします。 

 

教育指導課長 

 最初にデータの入力は必要になるかと思いますが、データは次々と蓄積され

ていきます。秋田県との共同調達ですので、将来的には県内全体がこのシステム

に移行することとなります。機能に関しましては、今後、研修等も計画されてお

りますので、分かり次第随時ご紹介したいと思います。 

 

教育委員会事務局長 

 成績処理につきましては、今年と去年と試験的に「ＡＩドリル」を各学校で使

用した経緯がございますけれども、機械が採点して、成績処理も機械が行い、そ

の成績が蓄積されていきます。従来の紙のテストですと、採点をして、点数を入

力するやり方でしたけれども、今後、ＡＩ型に変わっていけば手入力の部分も少

なくなり、使い勝手が良くなってくれば確実に先生方の校務には良い影響が出

るのではないかと期待しております。 

 

伊藤委員 

 ありがとうございます。だんだん連携するようになれば良いかなと思います。 
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老松市長 

 それでは、髙見委員、お願いします。 

 

髙見委員 

 業務改善についてですが、校務支援システムの導入について研修などを行う

との説明でしたが、秋田県の先生方は年齢が高めで若い先生が少ないので、自分

も含めてですが、そういう分野が苦手な先生たちにも使いやすく、負担となって

ストレスにならないように導入していただきたいと思います。機械やプログラ

ミングの強い方の支援を上手く活用して、先生方全員が使いやすいようにする

ことも大事じゃないかと思いました。 

それから、学校訪問で各学校に行くと、ノー残業デーなどとそれぞれの学校で

分かりやすいネーミングにして、みんなで呼びかけをしているような様子も見

られますけれども、紙で示すことも大事ですが、会議だけじゃなくて、地域全体

で先生たちが早く帰れるようにしましょうなどと呼びかけするのが一番お金が

掛からなくて手っ取り早いと思います。大人では難しいことでも、子供たちが呼

びかけると上手く浸透していくこともあるので、先生たちも早く帰って、余裕の

ある指導で、学校生活を楽しく送れるようにしましょうなどと呼びかけするの

も大事じゃないかなと思うので、ここで決まったことなども、広報などで大仙市

ではこのように取り組みますと、市を挙げてみんなで学校教育を支えていきま

しょうと呼びかけることも大事じゃないかなと思います。そして、小笠原委員か

らもありましたが、持ち帰り業務についても、私も保育園にお手伝いで行くと、

保育園の先生たちが「夜、家でこんなのを作った」とか「家でこんなことやった

んだ」という現状も見ているので、先生たちも健康で明るく元気に人として心の

余裕を持って子供たちを指導していくというのが一番の根本じゃないかなと思

いました。 

そして、部活動の地域移行でよく耳にするのは、文化部と運動部も同じように

考えるのはちょっと難しいのではないかなという現場の声も聞こえてきますの

で、もちろん、やりやすいところからやりますという話でしたが、野球やサッカ

と文化部は一緒にとはいかないと思います。そして、前にスポ少の移行期の父兄

でしたが、その時もどうするという話になって、練習が夜になる、指導者の都合

で夜になるという問題が出てきたときに、子供たちがやりたいと言ってるけれ

ども、親の都合で送迎や色々な都合で、やりたいのにやらせてあげられないなど

の声もありましたので、中学生の部活の移行なので大丈夫だとは思いますが、や

りたくてもやれないという子供たちをフォローできるようなシステムにしてい

ただきたいと思います。部活動の地域移行は先生たちの業務改善の一環という

側面もあるが一番は子供たちのための環境整備だというお話があったので、そ

こは安心しましたし、何のためにこの計画をやるのかっていうことをブレない

ように、誰のためにというところを上手くみんなで考えていけたら良いのでは

ないかなと思います。 
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老松市長 

 続きまして、玉井委員、お願いします。 

 

玉井委員 

 まず、保護者の目線からですけれども、子供たちが充実した生活を送るために

は、やはり先生たちも充実した生活を送っていただかないと、学校での楽しい時

間というのが過ごせないのかなと思います。精神的に病んでしまっている先生

方がすごく多いという統計ですけれども、業務改善をすることによって、そうい

う先生が回復されて現場に戻れることを願っております。校務支援システムだ

ったり、私の娘が通っている中学校では、ＱＲコードでＰＴＡの出欠や体調を崩

した時の欠席連絡などもしたりというところで、先生たちの業務を少しでも減

らしていけるのであれば、保護者も協力していくべきであるとは思います。まだ

まだどういったところで先生たちの負担を減らせるのかっていうのは、子供を

預かっていただくことによって、先生たちも色々な子供たちのためにやってあ

げようというところで業務が増えているところもあると思いますけれども、保

護者も協力できるところで協力して、先生たちの充実した生活を保っていけれ

ばと思います。 

そして、地域移行ですけれども、まず休日からということですが、先生方に見

ていただくというのは、保護者としてはやっぱり安心して預けられるというと

ころがあります。けれども、外部的な部活動指導員という方々がどういった方々

を選出していくかというところが、まだ私たちも聞いていないのですが、指導者

が先生方以外で関わっていくところで、今の時代ないとは信じたいんですけれ

ども、体罰だったり暴言だったりというのは、指導していく上で感情的な部分が

出たりとか、それから生徒間のトラブルがあった時にどういった方法で抑えて

いけるのかなというところが不安なところであります。そういったガイドライ

ンの作成をしっかりしていただいた上で休日の地域移行の取り組みをしていっ

ていただければと思います。以上です。 

 

老松市長 

 ありがとうございました。 

 小笠原委員、部活動の地域移行についていかがですか。 

 

小笠原委員 

 昨年も話題として、大きな課題は指導者、それから活動施設の確保、保護者の

負担軽減が大きい課題ではないかなと思っていますけれども、今回のアンケー

トを見てみると、教職員を指導者とする課題がだいぶ大きくなってきているよ

うに思います。教職員が 本来業務に専念したいという思いがやはり強くなって、

数字としても現れているのではないかなと。そして、アンケートから、現スポー
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ツ少年団の課題とも言えると思うのですが、「保護者が指導者になることを望ま

ない」という声や、「活動時間帯が遅くならないように配慮したい」という声が

出ているようにも思いました。これは、中学校の部活動の実績等が、高校進学等

の子供の進路にある程度影響を与えているということから、生活時間の夜型、健

康への影響なども踏まえた声ではないかなという風に感じます。先ほど玉井委

員も言ったように、子供や保護者の信頼、安心を得るには、教職員がこのまま続

けてくれるのが一番良いかと思いますけれども、それが難しいとなれば、各種目

の協会や連盟などの各種団体との指導者の派遣依頼が望ましいのではないかな

と。子どもの進路とか事故等の責任の大きさは、個人のボランティア精神での支

えというのでは、少し難しい時代になってきているのではないかなと。各種団体

との複数の指導者の確保が望ましいのではないかなと。中学校単位というより

も、もう少し地域枠的な考え方もあっていいのかなと思います。そして、そうい

うことをするとなれば、団体育成の意味でも予算措置がやはり必要でないかな

と思います。各団体へ予算をちゃんと預けて、派遣していただくというような形

がいいように思います。秋田市では今年から、土日は地域ごとの複数校の合同活

動を構想しているという報道もありました。本市も地域が広いですし、各校の生

徒数が大幅に減少してきていることを考えれば、地域単位での活動支援も構想

に入れた方が良いのではないかなと思います。そうなるとやはり、先ほど話題に

なった交通手段の問題が出てくると思います。市バスや民間バスの借り上げや

そういったバスの定時運行なども構想して欲しいと思います。市バスの時間外

とか休日運行なんかもある程度英断をしていただければ、保護者の負担をいく

らかは図られるのかなとそういうことをちょっと今回考えました。以上です。 

 

老松市長 

 ありがとうございました。 

 最後に教育長お願いします。 

 

伊藤教育長 

 改めて、どちらも難しい問題で、本当に責任者としてどうしようと感じており

ます。 

まず、教職員の業務改善、地道ではありますが、やはり減少傾向にあることは

素直に嬉しいなと思っています。一方で、先ほどありましたように、文科省から

の強い要請指導もあって、今考えられること、できることを市としてやりたいと

いう思いで、規則の制定と校務支援システムの導入を考えております。市教委と

しては、今できる最高のことをやろうとして、ご理解をいただいているというこ

とに本当に深く感謝申し上げます。ただ、校務支援システムは来年度導入できた

としても、かなり操作に慣れるまでには時間がかかるだろうなということ。従っ

て、来年については、本当に数値的なことだけ言うと、少々心配ではあります。

ただ、長い目で見れば、必ずこれが結びつくと。そして、将来的には、県で主導
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して導入していますので、全県同じシステムが入るので、そうなれば、教職員が

市町村を越えて移動しても大きな混乱が起きないというような、近い将来、そう

いう姿がイメージできるのかなという風に思っているところです。先ほど、委員

の皆様からでました、子供たちの成長のためには、教職員の心身の健康が大前提

ですので、引き続き知恵を絞っていきますので、何卒ご協力よろしくお願いいた

します。 

部活動の地域移行ですけども、こちらもあまりにも大きなテーマで難儀して

おりますが、まず、３０パーセントで目標作りましたので、それができるかなと

いうことには一つ安堵しているところです。ただ、同時に、次の６０パーセント

のハードルは本当に高いだろうなと。今回はできそうなところをやりましたの

で３割いきましたが、いよいよ、簡単にできないところに手をつけますので、引

き続き、努力していきたいと思います。課題を一つ一つやっていきますが、大き

な組織を作って、先ほどの指導者の問題、指導者の中身の問題も含めて、 しっ

かり全体を統括する組織が必要だし、然るべき指導者の確保が必要だなと。教員

の中でも地域の指導者になりたいという声もありますので、ここはしっかり、兼

職兼業の制度がまだ県から示されてないですけども、いずれ、公務員であれば兼

職兼業というのが一つ壁になりますので、ここをクリアして、なんとか教職員で

あっても、地域の一員として指導者になれるように体制整えたいと。最後は支援

ですね。移動手段から、活動場所から、お金の問題など、ここら辺は、一つずつ 

解決していきたいと思っていますので、大きくは、そういった点を、来年度、具

体化させたいと思っています。私のイメージ 2 つだけお話ししますと、一つは

将来的に平日の地域移行、そして、小学校の文化部、特にバンド系残っています

ので、小学生のことも考えなければいけないのではないかなということを思っ

ておりますので、 先ほどの運動部と文化部両方っていう話もありましたが、平

日と小学校の文化部も視野に入れながらやっていきたいと私は思っております。

もう一点ですが、将来の理想の姿ですけども、子供たちに多様な活動の場所とか

活躍の場所を与えたい、作ってあげたいと思っています。先ほどあったように、

ｅスポーツまで子供たちが書く時代ですので、そう考えるともう運動、文化の壁

もなくなってくるのかなという風に思っています。活躍したい、頑張りたい子は

いますので、そこをなんとかしてあげたい。さらに、このことが後継者不足、特

に、生涯学習系で、色々なサークル活動が、お年寄りだけになって、後継者がい

ないというところ、ここに、うまく、中学生なんかが入っていって、年配の方々

と一緒に活動して、元気を与えるとか、場合によっては、そこでいろんな力をつ

けて、少し遠い将来ですけどそこを引き継ぐぐらいの、そんな社会になってくれ

ればなという、夢物語ではありますけども、そんなことも考えながら進めていき

たいと思っていますので、どうか、引き続きのご理解、ご協力をお願いしたいと

思います。以上です。 
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老松市長 

ありがとうございました。 

先生方に直接関係したテーマということで、システムの導入もそうですし、一

つやれば良いんだということではなくて、色々なことを取り組んでいただいて

先生方の働き方改革を進めていただければと思います。 

そして、部活動の地域移行について、スポ少の移行時代も色々ありましたけれ

ども、最近は学校に無い活動がありますし、スポ少も大仙市だけではなくて横手

市や秋田市のチームに入って、全県大会や全国大会に行きますと。私は、大仙市

の小中学生であれば応援したいと思いますので、大会派遣費についても、これま

での要綱では出せないということでしたけれども、見直しをしまして、地域移行

が進めば益々増えるのではないかと思います。ただし、プロチームの場合は、部

活動やスポ少の域を超えているのではないかなということで、部活動やスポ少

と同じような支援は今は考えておりませんけれども、いずれ、地域移行が進むと

大仙市内の部活動、大仙市内のスポ少では収まらなくなることが見えておりま

す。それから、仙北地域の太鼓の皆さんが大人から高校生、中学生、小学生まで

おりますが、全県大会勝ち抜いて全国大会に行くと、大仙市内の小学生、中学生

ですので、何とかして応援できないかということで、新しく生涯学習の補助金制

度を作りました。これからは様々な形が考えられますけれども、大仙市内の小学

生、中学生だったら応援したいと思います。今後は、モデルケースを作って、更

に問題点が出てくると思いますので、手を挙げるところがあればやっていけれ

ばと思いました 

 改めて、何か皆さんからありましたらお願いしたいと思います。 

 

各委員（ 特になし ） 

 

老松市長 

 よろしいでしょうか。 

貴重な御意見等、ありがとうございました。 

御提案いただきました内容につきましては、今後、事業を進める際の参考とさ

せていただきます。 

それでは、これをもちまして協議を終了します。 

事務局に進行を返します。 

 

教育総務課長 

皆様、お疲れ様でした。 

以上で、令和５年度第１回大仙市総合教育会議を終了いたします。 

本日は、お忙しい中、本当にありがとうございました。 

 

 


